
ブロッコリーが指定野菜に追加されます
～指定野菜価格安定対策事業説明会～

ブロッコリーが指定野菜として追加され、指定野菜価格安定対策事業の
対象となり、セーフティネットの支援が拡充されます。
支援を受けるには、手続きが必要になります。
指定野菜への追加や手続き等の説明会を開催しますので、事業への加入

をお悩みの生産者の方は、この機会に御参加ください。

●開催日時
令和６年１２月10日（火）１３時３０分～

●会場
千丁コミュニティセンター（大集会場）
【八代市千丁町新牟田1434】

●説明会内容（※説明会の内容は、変更が生じる場合があります）

・ブロッコリーの指定野菜への追加について
・指定野菜価格安定対策事業スケジュールについて 等
（事業利用に係る手続きについて）

問い合わせ先
熊本県県南広域本部農林水産部農業普及・振興課：0965-33-3512
八代市農林水産部農業振興課：0965-33-8751
氷川町農業振興課：0965-52-5854

事前登録不要、参加費無料
（当日参加OK）

※参加者は八代市、氷川町の方限定

ブロッコリーが指定野菜に
追加されるってニュースで
言っていたけど、どういう

ことなのかな？

事業申請の手続きはどんな
ものが必要になるのかな？

ブロッコリーが指定野菜に追加
されることについて解説します。

是非、御参加ください
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